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【
論
文
】

明
徳
三
年
南
九
州
国
人
一
揆
契
状
と
今
川
了
俊

百

瀬

顕

永

序第
一
章　
明
徳
三
年
国
人
一
揆
契
状
の
検
討

第
二
章　
関
連
史
料
の
検
討

結

要
旨

　
本
稿
は
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
付
の
南
九
州
国
人
一
揆
契
状
と
そ
の
発
給
事
情
の
検
討
を
通
じ
て
、
当
該
期
の
南
九
州
国
人
と
今
川
了
俊
と
の
関
係
を

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
徳
三
年
の
南
九
州
国
人
一
揆
は
、
そ
れ
が
実
際
に
結
ば
れ
て
機
能
し
た
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
論
者
の
評
価
に
相
違
が
あ
る
。

本
稿
第
一
章
で
は
、
原
本
写
真
の
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
揆
契
状
が
今
川
了
俊
の
自
筆
で
記
さ
れ
た
土
代
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
章
で
は
、

明
徳
三
年
国
人
一
揆
の
関
連
史
料
で
あ
る
今
川
了
俊
書
状
二
通
を
検
討
し
、
第
一
章
で
扱
っ
た
一
揆
契
状
土
代
と
こ
れ
ら
了
俊
書
状
二
通
が
、
明
徳
三
年
六
月

五
日
、
す
べ
て
同
時
に
一
括
で
了
俊
か
ら
渋
谷
氏
の
も
と
に
送
付
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。
ま
た
以
上
か
ら
、
国
人
た
ち
の
一
揆
結
成
の
意
向
を
前
提
と
し
つ
つ

も
、
そ
こ
に
了
俊
が
か
な
り
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
し
か
し
そ
の
後
一
揆
の
結
ば
れ
た
徴
証
を
見
出
だ
せ
な
い
こ
と
か
ら
す
る

と
、
明
徳
三
年
国
人
一
揆
が
実
際
に
結
ば
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
こ
と
を
述
べ
た
。
最
後
に
、
国
人
一
揆
と
は
、
多
く
は
国
人
た
ち
と
そ
の
上
位
権
力
と
の
間

で
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
調
整
を
経
て
結
ば
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
、
本
稿
に
分
析
し
た
史
料
群
は
、
両
者
間
に
行
わ
れ
た
そ
う
し
た
調

整
の
一
事
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
南
九
州
国
人
一
揆　

一
揆
契
状　

今
川
了
俊　

両
島
津
氏　

入
来
院
家
文
書
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明徳三年南九州国人一揆契状と今川了俊

序

　
本
稿
は
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
付
の
南
九
州
国
人
一
揆
契
状
と
そ

の
発
給
に
ま
つ
わ
る
事
情
の
検
討
を
通
じ
て
、
当
該
期
に
お
け
る
南
九
州

国
人
と
今
川
了
俊
と
の
関
係
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
川
了
俊
（
俗
名
貞
世
）
は
、
懐
良
親
王
率
い
る
征
西
将
軍
府
方
の
制

圧
と
い
う
使
命
を
帯
び
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）、
九
州
探
題
と
し
て

現
地
に
赴
任
し
た
。
以
後
、
約
二
十
年
を
か
け
て
平
定
を
お
お
よ
そ
な
し

遂
げ
、
九
州
の
南
北
朝
内
乱
を
終
結
に
導
く
。
こ
こ
で
は
本
論
の
前
提
と

し
て
、
明
徳
年
間
ま
で
の
了
俊
の
動
向
と
南
九
州
情
勢
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
以
下
、
基
本
的
な
事
実
関
係
は
主
に
堀
川
康
史
氏
の
論
考）
1
（

に
よ
る
。

⑴
　
了
俊
赴
任
期
の
南
九
州
情
勢
と
永
和
三
年
国
人
一
揆

　
征
西
府
攻
略
に
際
し
了
俊
は
、
軍
事
活
動
は
も
ち
ろ
ん
、
各
国
の
守
護

や
大
小
の
勢
力
の
国
人
た
ち
を
自
軍
に
加
え
る
べ
く
、
官
途
・
所
領
の
給

与
な
ど
を
利
用
し
た
勧
誘
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
た
。
自
然
、
そ
れ
ら

は
九
州
情
勢
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
南
九
州

に
つ
い
て
い
え
ば
、
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）、
肥
後
国
水
島
ま
で
参
陣

し
て
き
た
少
弐
冬
資
を
了
俊
が
謀
殺
し
た
、
い
わ
ゆ
る
水
島
の
変
が
一
つ

の
大
き
な
画
期
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
了
俊
と
冬
資
と
の
間
を
仲
介
し
て
い

た
島
津
奥
州
家
の
氏
久
が
、
面
子
を
失
っ
た
と
し
て
、
総
州
家
の
伊
久
と

共
に
こ
れ
を
機
に
了
俊
方
か
ら
征
西
府
方
に
転
じ
た
た
め
で
あ
る
（
当
時

の
島
津
氏
は
総
州
家
・
奥
州
家
に
分
立
し
て
い
た
―
―
図
1
）。
以
降
、
両
島

津
氏
は
了
俊
に
対
し
、
帰
参
と
離
反

の
態
度
を
使
い
分
け
つ
つ
、
対
立
抗

争
を
長
期
的
に
展
開
し
て
い
く
。
あ

く
ま
で
も
征
西
府
攻
撃
を
最
優
先
と

し
た
い
了
俊
は
、
両
島
津
氏
が
帰
参

の
意
向
を
示
す
と
こ
れ
に
寛
容
に
な

ら
ざ
る
を
得
ず
、
何
度
も
降
参
を
受

け
容
れ
て
和
平
を
結
ん
で
い
る
。

　
こ
の
両
島
津
氏
の
動
向
に
密
接
に
関
わ
っ
て
了
俊
を
悩
ま
せ
た
の
が
、

南
九
州
国
人
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
両
島
津
氏
の
離
反
を

う
け
た
了
俊
は
、
勢
力
を
拡
大
す
る
島
津
氏
に
反
抗
的
だ
っ
た
南
九
州
国

人
を
、
彼
ら
の
そ
の
反
島
津
氏
感
情
に
訴
え
る
形
で
糾
合
し
、
ま
た
敵
対

す
る
島
津
氏
の
所
領
を
恩
賞
と
し
て
彼
ら
に
給
付
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
勧
誘
活
動
は
一
定
の
成
果
を
上
げ
た
が
、
永
和

三
年
（
一
三
七
七
）
九
月
、
了
俊
は
両
島
津
氏
の
降
参
を
受
け
容
れ
、
所

領
・
所
職
を
安
堵
す
る
形
で
和
平
を
結
ん
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
島
津
氏

離
反
期
に
島
津
氏
所
領
を
獲
得
し
て
い
た
反
島
津
氏
国
人
た
ち
は
、
了
俊

か
ら
い
わ
ば
梯
子
を
外
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。
両
島
津
氏
の
旧
領
回
復
運

動
に
よ
っ
て
彼
ら
の
権
益
は
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
国
人
・
両
島
津

氏
間
の
対
立
は
よ
り
深
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
と
の
関
わ
り
の
う
え
で
重
要
な
の
が
、
こ
の
と
き
南
九
州
国
人
ら

が
一
揆
を
結
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
本
論
中
で
も
た
び
た
び
参
照
す
る
か
ら
、

そ
の
契
状
を
引
用
し
て
お
く
。

図 1 両島津氏略系図

師
総
州
家久　

　

伊
久

貞
久

氏
奥
州
家久　
　

元
久
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明徳三年南九州国人一揆契状と今川了俊

【
参
考
史
料
】 

永（
一
三
七
七
）

和
三
年
十
月
二
十
八
日　
南
九
州
国
人
一
揆
契
状
案）
2
（

「（
端
裏
書
）

一
揆
契
約
状
神
水
案
文
」

　
　
一
揆
契
約
条
々

　

 
右
、天
下
同
事
者
、為
㆓
将（
足
利
義
満
）

軍
家
御
方
㆒
一
味
同
心
可
㆑
致
㆓
忠
節
㆒
候
、

一、 島
津
伊
久
・
氏
久
事
、
降
参
治
定
上
者
、
向
後
彼
退
治
事
者
、
重

公
方
御
意
お
請
、
可
㆑

廻
㆓

籌
策
㆒

候
、
雖
㆑

然
彼
両
人
乍
㆘
参
㆓御

方
㆒

候
㆖、
此
一
揆
人
々
知
行
分
仁
競
望
お
成
、
及
㆓

合
戦
㆒

候
時
者
、
公

方
御
意
を
も
不
㆓
相
待
㆒、
其
在
所
仁
馳
寄
可
㆑
致
㆓
防
戦
㆒
候
、

一、 於
㆓
此
契
約
衆
中
㆒、
所
領
相
論
以
下
煩
敷
事
出
来
候
時
者
、
各
加
㆓

談
合
㆒

仰
㆓

上
裁
㆒、
以
㆓

多
分
之
儀
㆒、
任
㆓

理
運
㆒

可
㆑

致
㆓

口
入
㆒

候
、

被
㆑
背
㆓
其
儀
㆒
候
人
者
、
被
㆑
破
㆓
此
一
揆
㆒
可
㆓
相
当
㆒
候
之
間
、
不

㆑
可
㆑
有
㆓
閣
心
之
儀
㆒
候
、

一、 或
者
本
領
再
住
、
或
者
就
㆓

恩
地
仁㆒
入
部
事
、
公
方
御
意
お
請
、

能
々
加
㆓
談
合
㆒、
衆
儀
調
可
㆑
然
以
㆓
時
分
㆒、
各
可
㆑
致
㆓
其
沙
汰
㆒
候
、

一
揆
衆
中
お
憑
楚
忽
沙
汰
候
時
者
、
一
向
不
㆑
可
㆑
有
㆓
合
力
之
儀
㆒

候
、
如
㆑

此
申
定
候
上
者
、
公
方
訴
訟
事
を
も
、
以
㆓

理
運
之
儀
㆒

一
同
仁
可
㆓
歎
申
㆒
候
、

　
若
此
条
々
令
㆓
違
変
㆒
候
者
、

日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊
者
天
照
大
神
宮
・
八
幡
大
菩
薩
・
当（
日
向
国
）
国
鎮

守
霧
島
権
現
御
罰
お
各
可
㆓
罷
蒙
㆒
候
、
仍
契
状
如
㆑
件
、

　
　
永
和
三
年
十
月
廿
八
日　
　
久
米
代
大
膳
亮
為
頼
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
六
十
名
連
署
、
省
略
）

　
肥
後
・
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
四
カ
国
の
国
人
六
十
一
名
の
連
署
し
た
大

規
模
な
一
揆
で
あ
る
。
こ
の
一
揆
に
つ
い
て
は
服
部
英
雄
氏
の
見
解）
3
（

が
通

説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
。
予
想
さ
れ
る
両
島
津
氏
の
軍
事
侵
攻
に
抵
抗

す
る
た
め
に
結
ば
れ
た
一
揆
で
あ
る
が
、
服
部
氏
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
島

津
氏
に
よ
る
攻
撃
が
起
こ
っ
た
際
は
了
俊
の
意
向
に
も
構
わ
ず
対
抗
す

る
旨
を
約
し
て
い
る
こ
と
（
一
条
目
）
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
一
揆
契
状
は
、

国
人
た
ち
を
無
視
し
て
両
島
津
氏
と
和
平
を
結
ん
だ
「
了
俊
に
対
し
て
つ

き
つ
け
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
両
島
津
氏
に
接
近
し
よ
う
と
し

た
了
俊
は
一
揆
結
成
に
よ
っ
て
そ
の
動
き
を
牽
制
さ
れ
、
両
島
津
氏
と
そ

れ
に
反
発
す
る
国
人
一
揆
と
の
間
に
板
挟
み
に
陥
っ
た
と
さ
れ
る）
4
（

。

　
た
だ
、
永
和
三
年
の
了
俊
・
島
津
氏
間
の
和
平
は
翌
永
和
四
年
に
は

は
や
く
も
破
れ
て
お
り
、
南
九
州
国
人
一
揆
も
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）、

中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
相
良
前
頼
が
征
西
府
方
に
寝
返
っ
た
こ
と
に

よ
り
瓦
解
し
て
い
る
。

⑵
　
明
徳
年
間
の
南
九
州
情
勢
と
明
徳
三
年
国
人
一
揆

　
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）、
征
西
府
方
の
最
後
の
拠
点
で
あ
っ
た
肥
後

国
八
代
城
が
陥
落
し
、
九
州
に
お
け
る
南
北
朝
内
乱
は
事
実
上
終
結
し
た
。

宮
方
の
弱
体
化
に
伴
い
、
両
島
津
氏
は
明
徳
元
年
に
総
州
家
伊
久
が
、
翌

明
徳
二
年
八
月
ま
で
に
奥
州
家
元
久
（
氏
久
は
至
徳
四
年
〔
一
三
八
七
〕
に

没
し
て
い
る
）
が
了
俊
の
も
と
に
降
参
し
、
了
俊
は
ま
た
も
和
平
を
結
ぶ

こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
の
和
平
時
と
同
じ
状
況
が

現
出
し
た
。
南
九
州
国
人
た
ち
は
、
両
島
津
氏
に
よ
る
自
分
た
ち
へ
の
軍

― 13 ―
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事
攻
撃
を
、
ふ
た
た
び
予
想
・
警
戒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
永
和
の
一
揆
と
同
じ
よ
う
に
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）、
国
人
た

ち
は
反
島
津
氏
の
意
思
を
鮮
明
に
し
た
国
人
一
揆
を
結
成
し
（
後
掲
史
料

1
）、
了
俊
を
牽
制
し
た
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
明
徳
三
年
南
九
州
国
人
一
揆
に
つ
い
て
は
、
本
論
に
述

べ
る
よ
う
に
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。
く
わ
え
て
、

一
揆
契
状
や
そ
の
関
連
史
料
の
吟
味
に
よ
っ
て
導
き
得
る
基
礎
的
事
実
も

依
然
と
し
て
少
な
く
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
明
徳
三
年
の
一
揆
契
状

の
発
給
に
関
す
る
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
本
一
揆
を
い
か
に
評
価
す
べ
き

か
考
察
す
る
。
第
一
章
で
一
揆
契
状
を
単
体
で
、
第
二
章
で
は
関
連
史
料

と
併
せ
て
検
討
す
る
。
最
後
に
、
得
ら
れ
た
知
見
を
国
人
一
揆
研
究
の
な

か
に
定
位
し
た
い
。

第
一
章　

明
徳
三
年
国
人
一
揆
契
状
の
検
討

　
問
題
と
な
る
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
一
揆
契
状
を
引
用
し
よ
う
。
入

来
院
家
文
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
重
ね
書
き
さ
れ
て
い
る
字
は
、
下
の

字
を
左
傍
に
「（
×
以
）」
な
ど
と
示
す
。

【
史
料
1
】
明（
一
三
九
二
）

徳
三
年　
南
九
州
国
人
一
揆
契
状
土
代）
5
（

「（
端
裏
銘
）

案
文
」

 

島
津
上（
伊
久
）総

介
幷
又（
元
久
）三

郎
事
、
依㆑
為
㆓凶

徒
㆒、
別
し
て
将（
足
利
義
満
）

軍
家
を
守

申
へ
き
故
に
、
任
㆓

探（
今
川
了
俊
）

題
方
御
教
書
旨
㆒、
守
護
人
ニ
同
心
の
儀
を

止
了
、
雖
㆑

然
自
㆓

去
年
八（
肥
後
国
）

代
御
退
治
㆒

以
後
、
両
島
津
参
㆓

御
方
㆒

云
々
、
但
於
㆓
両
国
㆒
ふ（

振

舞

）

る
ま
ひ
、
猶
（
×
以
）以
宮
方
の
と（

輩

）

も
か
ら
・
相（
前
頼
）良

以
下
為
㆓
一
体
㆒
歟
、
然
者
将
軍
家
の
御
た
め
、
又
ハ
公
方
を
仰
申

と（

輩

）

も
か
ら
の
た
め
、
始
終
可
㆑

有
㆓

其
煩
㆒

歟
、
所
詮
、
面
々
の
力

を
一
に
し
て
、
身
を
ま（
全
）たく

し
て
公
方
を
可
㆓
守
申
㆒
也
、
若
島
津

方
以
㆓

私
之
儀
㆒

可
㆑

及
㆓

乱
之
儀
㆒

者
、
一
同
に
公
方
に
な（
歎
）けき

申

さ
ん
か
た
め
に
、
一①

味
せ
ら
る
へ
き
哉
、

一、 此
間
島
津
方
ニ
同
道
の
人
々
事
、
こ
れ
又

（
×
ハ
）定
て
将
軍
家
を
守
申
さ

る
ゝ
歟
、
然
者
守
護
人
不
儀
の
時
ハ
、
お
の
〳
〵
公
方
を
ま（
守
）ほり

申
さ
る
へ
き
条
勿
論
歟
、
若
又
守
護
人
無
為
を
存
て
、
諸
事
公
方

の
御
成
敗
を
ま（
守
）ほり
申
さ
ハ
、
か（
彼
）れと
い
ひ
こ（
是
）れと
云
、
乱
之
儀

あ
る
へ
か
ら
さ
る
上
ハ
、
あ
な
か
ち
此
一
揆
の
人
々
も
又
不
儀
を

存
へ
か
ら
す
、
た
ゝ
お
の
〳
〵
理
を
う（

失

）

し
な
ハ
す
忠
を
う（

失

）

し
な
ハ

す
し
て
、
子
々
孫
ニ々
い（
至
）たる
ま
て
、
軍
役
を
ま（
全
）たく
し
知
行
分

を
ま（
全
）たく
せ
ん
か
た
め
、
又
ハ
あ（

相

互

）

ひ
た
か
ひ
ニ
其
理
非
を
公
方
に

ま（
任
）かせ

た（

奉

）

て
ま
つ
る
へ
きほ
と
身
を
ま（
全
）たく

せ
ん
か
た
め
に
、
一
揆

を
む（
結
）すふ

所
也
、
若
国
の
た
め
、
又
将
軍
家
の
御
た
め
ニ
、
不
忠

不
儀
の
た
め
に

（
×
□
）此
一
味
を
存
事
あ
ら
ハ
、
此
契
約
の
旨
を
可
㆑

破

也
、
し
か
し
な
か
ら
以
此
旨
ハ
、
定
者
也
両
島
津
方
、
或
ハ
至〔
致
〕㆓

無
理
㆒、
或
ハ
事
を
左
右
に
よ（
寄
）せ
て
ミ（
濫
）たり
の
さ（
沙
汰
）たあ
ら
ハ
、
身
を

た
す
け
て
公
方
をの
御
成
敗
待
申
す
へ
き
た
め
也
、
し
か
る
間
、
両

国
の
人
□〔
も
ヵ
〕今

別
し
て
如
㆑
此
同②

心
あ
る
へ
き
乎
、

若
此
条
々
存
㆑
偽
者
、
日
本
国
中
諸
神
丶
丶
丶

　
　
明
徳
三
年
丶
丶
丶
丶
丶
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明徳三年南九州国人一揆契状と今川了俊

　
序
に
述
べ
た
よ
う
に
、
永
和
の
国
人
一
揆
が
了
俊
・
両
島
津
氏
間
の
和

平
を
き
っ
か
け
に
結
成
さ
れ
た
の
と
同
じ
く
、
こ
の
史
料
1
も
、
明
徳
二

年
（
一
三
九
一
）
の
了
俊
・
両
島
津
氏
間
の
和
平
を
背
景
に
作
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
両
島
津
氏
が
降
参
後
も
征
西
府
方
の

よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
こ
と
、
島
津
氏
が
「
不
儀
」
を
働
い
た
と
き
に

は
団
結
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
永
和
の
一
揆
契
状
と
比
較
す
る
か
た
ち
で
こ
の
契
状
に
言
及
し
た
服
部

英
雄
氏
は
、「
作
成
主
体
は
渋
谷
重
頼
と
推
定
さ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、

土
代
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
は
実
際
に
一
揆
が
結
成
さ
れ
た
の
か
も
疑

問
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
公
方
に
嘆
願
す
る
調

子
が
全
体
に
濃
厚
」
で
、「
煩
瑣
な
程
公
方
文
言
の
目
に
つ
く
こ
の
土
代

か
ら
は
、
独
自
の
意
志
を
も
っ
て
い
た
か
つ
て
の
永
和
大
一
揆
の
力
強
さ

を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
評
価
す
る）
6
（

。

　
こ
れ
に
対
し
堀
川
康
史
氏
は
、
序
に
述
べ
た
明
徳
元
年
〜
二
年
の
了

俊
・
両
島
津
氏
間
の
和
平
に
関
す
る
基
礎
的
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
う
え

で
、
史
料
1
の
関
連
史
料
と
し
て
後
掲
史
料
2
の
存
在
を
指
摘
し
、
こ
こ

か
ら
明
徳
の
一
揆
は
実
際
に
結
ば
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
一
揆
結
成
最

大
の
目
的
は
、
予
想
さ
れ
る
島
津
氏
の
攻
撃
か
ら
「
知
行
分
を
ま
た
く

せ
ん
か
た
め
」
で
あ
り
、
永
和
の
一
揆
と
比
べ
る
と
小
規
模
で
は
あ
れ
、

「
反
島
津
氏
と
し
て
の
独
自
の
意
志
表
明
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
は
何
ら

変
わ
る
と
こ
ろ
」
な
く
、
了
俊
に
対
す
る
牽
制
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
、
明
徳
一
揆
は
永
和
一
揆
の
再
現
で
あ
る
と
い
う
立
場
を

と
っ
て
い
る）
7
（

。
両
氏
は
、
史
料
1
を
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
か
、
い
い
か

え
れ
ば
明
徳
三
年
国
人
一
揆
が
実
際
に
結
ば
れ
機
能
し
た
の
か
否
か
と
い

う
点
に
お
い
て
、
見
解
を
異
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
議
論
に
踏
み
込
む
の
は
ま
だ
控
え
て
お
き
、
こ
こ
で
は
史

料
1
に
つ
い
て
基
礎
的
な
検
討
を
行
い
た
い
。
史
料
1
は
、
作
成
者
（
発

給
者
）
や
様
式
な
ど
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
検
討
に
よ
っ
て
、
い
ま
述
べ
て
き
た
議
論
に
も
新
た
な
視
点
を
提
示

で
き
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

⑴
　
作
成
者
と
様
式

　
ま
ず
作
成
者
に
つ
い
て
。
国
人
一
揆
契
状
が
不
特
定
多
数
の
人
々
の
団

結
を
表
明
す
る
文
書
で
あ
る
以
上
、
な
か
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

本
契
状
を
作
成
し
た
人
物
を
文
書
内
容
か
ら
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
服
部
氏
を
は
じ
め
多
く
の
研
究）
8
（

が
、
当
時
の

渋
谷
氏
惣
領
で
あ
っ
た
渋
谷
重
頼
を
本
契
状
の
作
成
者
と
み
て
い
る
の
は

な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
ど
う
も
こ
れ
は
、
一
九
五
七
年
刊
行
の
『
入
来
文
書）
9
（

』

が
、
本
文
書
（
九
七
号
）
を
「
渋
谷
重
頼（
？
）起
請
文
案
」
と
名
付
け
て

い
る
の
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
薩
摩
国
の
有
力
国
人
で
あ
っ
た
渋

谷
氏
が
一
揆
契
状
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
考
え
得
る
事
態
で
は
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
入
来
文
書
』
の
こ
の
疑
問
符
付
き
の
文
書
名
の

根
拠
は
、
渋
谷
氏
に
伝
来
す
る
一
揆
契
状
な
の
で
あ
る
か
ら
当
時
の
渋
谷

氏
惣
領
が
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
程
度
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
は
ず

で
あ
り
、
け
っ
し
て
確
た
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
再
考
の
余
地
は
多
分

に
残
さ
れ
て
い
る
。
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明徳三年南九州国人一揆契状と今川了俊

　
つ
い
で
様
式
に
つ
い
て
。
本
契
状
の
様
式
は
や
や
特
異
で
あ
る
。
た
と

え
ば
序
に
引
い
た
永
和
三
年
の
契
状
案
（
参
考
史
料
）
は
、「
一
揆
契
約

条
々
」
で
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
思
想
大
系）
10
（

』
所
収
の
一
揆
契
状

群
を
一
覧
し
て
も
、
当
時
の
一
揆
契
状
が
、
冒
頭
に
「
起
請
文
事
」・「
契

約
事
」・「
条
々
」
な
ど
の
文
言
を
掲
げ
る
傾
向
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る）
11
（

。
し
か
し
こ
の
契
状
に
は
そ
れ
が
な
い
。
く
わ
え
て
一
つ
書
き
の

書
き
方
も
、
一
条
目
に
あ
た
る
部
分
に
は
「
一
」
が
な
く
、
二
条
目
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。
他
の
一
揆
契
状
の
多
く
が
一
条
目
か
ら
一
つ
書
き
に
し

て
い
る
の
と
比
べ
る
と
、
こ
れ
も
や
は
り
変
で
あ
る
。
末
尾
の
神
文
部
分

や
書
下
年
号
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
こ
の
契
状
の
様
式
は
、
む
し
ろ
当

時
の
書
状
の
書
か
れ
方
の
一
つ
に
似
て
い
る
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
活
字
情
報
の
み
で
は
限
界
が
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
史
料
1
の
原
本
写
真
（
次
頁
図
2
）
を
見
て
み
よ
う
。
実
は

こ
れ
に
よ
っ
て
本
文
書
の
作
成
者
は
瞭
然
と
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
特
徴

的
な
筆
跡
は
、
端
裏
も
含
め
、
今
川
了
俊
の
も
の
な
の
で
あ
る
（
よ
っ
て

こ
の
端
裏
へ
の
書
き
入
れ
は
発
給
時
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
端
裏
銘

と
す
べ
き
で
あ
る
）。
他
の
了
俊
自
筆
文
書
と
の
筆
跡
比
較
を
図
3
（
18
・

19
頁
）
に
示
し
た
。
全
体
的
な
共
通
性
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、「
教
」・

「
護
」・「
成
」・「
儀
」・「
揆
」・「
中
」
の
字
形
・
筆
順
の
一
致
は
特
に
顕

著
と
い
え
よ
う）
12
（

。

　
一
揆
契
状
と
し
て
の
様
式
の
不
自
然
さ
も
、
了
俊
が
書
い
た
と
分
か
れ

ば
お
お
よ
そ
納
得
が
い
く
。
中
途
か
ら
一
つ
書
き
を
以
て
話
題
を
切
り
替

え
る
と
い
う
様
式
の
書
状
を
彼
は
多
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
後
掲
史

料
2
が
そ
の
一
例
で
あ
る
）。
史
料
1
は
あ
く
ま
で
契
状
で
あ
る
が
、
こ
こ

か
ら
す
る
と
、
了
俊
が
な
か
ば
書
状
の
延
長
線
上
の
よ
う
な
感
覚
で
書
い

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
要
す
れ
ば
こ
の
一
揆
契
状
は
、
渋
谷
氏
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な

く
、
今
川
了
俊
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
何
ら
か
の
理
由
で
渋
谷
氏
に
送
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
そ
渋
谷
（
入
来
院
）
氏
の
も
と
に
伝
来
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
な
れ
ば
、
そ
の
背
景
事
情
、
す
な
わ
ち
国
人
た

ち
の
一
揆
す
る
契
状
を
な
ぜ
了
俊
が
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て

な
ぜ
こ
れ
が
渋
谷
氏
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
題
と

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
史
料
1
の
発
給
事
情
の
検
討
を
本
稿
の
主
た
る
課

題
に
挙
げ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
明
徳
三
年
国
人
一
揆
の
性
格
は
、
か

か
る
事
情
を
明
ら
か
に
し
得
て
初
め
て
評
価
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

⑵
　
土
代
か
案
文
か

　
写
真
を
見
な
が
ら
、
史
料
1
が
古
文
書
学
上
の
土
代
な
の
か
案
文
な
の

か
も
検
討
し
て
お
く
。
服
部
氏
・
堀
川
氏
と
も
に
土
代
と
す
る
が
、
先
に

そ
の
文
書
名
を
引
い
た
通
り
、『
入
来
文
書
』
な
ど
は
「
案
」
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
端
裏
銘
に
「
案
文
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
文
書
に
は
少
な
か
ら
ぬ
修
正
箇
所
が
存
し
て
お
り
（「
以
」

に
「
猶
」
を
、「
ハ
」
に
「
又
」
を
、「
□
〔
読
め
ず
〕」
に
「
に
」
を
重
ね
書
い

た
箇
所
、
挿
入
符
を
以
て
「
為
」・「
も
」・「
へ
き
」
を
補
っ
た
箇
所
、「
定
者

也
」
の
抹
消
）
13
（

や
、「
を
」
を
抹
消
し
「
に
」
に
改
め
た
箇
所
）、
こ
れ
ら
を
見

る
に
、
了
俊
は
、
明
ら
か
に
そ
の
場
で
推
敲
し
つ
つ
本
文
書
を
書
き
進
め
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図 2【史料 1】明徳 3年 南九州国人一揆契状土代（入来院家文書、東京大学史料編纂所所蔵）

（1） （端裏）（2）

（2）
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案
文

史料 1② 史料 3

①

嶋
津
上
総
介

史料 1④

凶
徒

史料 1③⑦

将
軍
家

史料 1⑦

⑩ ③ 史料 1

御
教
書

⑥ ⑤ 史料 1

守
護
人

⑨ ① 史料 1

然

史料 1

躰

⑥

⑪ 史料 1

公
方

図 3 今川了俊の筆跡 ⑴
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図 3 今川了俊の筆跡 ⑵

所
詮

史料 1⑧

論

史料 1②

史料 1

成

史料 2⑩

史料 1史料 2⑨

不
儀

史料 1史料 2史料 3

一
揆

史料 1史料 2

中

②

※ 史料 1～ 3（註 5・19・23 参照）および①～⑪すべて東京大学史料編纂所所蔵。集字に際し、同
所公開の画像を改変した。縮率は一様でない。以下、〔　〕内は請求記号。
①（永和 2年ヵ）4月 8日付今川了俊自筆書状（島津家文書〔S島津家文書-2-2-16〕、九州 5286）。
②（永和 2年）5月 15 日付今川了俊自筆書状（入来院家文書〔S0671-18-14〕、九州 5293）。
③（永和 3年ヵ）9月 4日付今川了俊自筆書状（入来院家文書〔同上〕、九州 5340）。
④永和 5年 3月 23 日付今川了俊自筆書下（島津家文書〔S島津家文書-2-2-18〕、九州 5527）。
⑤永徳 2年 5月 30 日付今川了俊自筆書下（入来院家文書〔S0671-18-14〕、九州 5721）。
⑥（永徳 2年）8月 12 日付今川了俊自筆書状（入来院家文書〔同上〕、九州 5731）。
⑦（至徳 2年）正月 28 日付今川了俊自筆書状（入来院家文書〔S0671-18-15〕、九州 5874）。
⑧（至徳 2年ヵ）8月 10 日付今川了俊自筆書状（入来院家文書〔S0671-18-14〕、九州 5925）。
⑨（至徳 3年ヵ）正月 6日付今川了俊自筆書状（入来院家文書〔S0671-18-15〕、九州 5950）。
⑩（至徳 3年ヵ）正月 6日付今川了俊自筆書状（入来院家文書〔同上〕、九州 5951）。
⑪（至徳 3年ヵ）10 月 29 日付今川了俊自筆書状（入来院家文書〔S0671-18-14〕、九州 5992）。
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明徳三年南九州国人一揆契状と今川了俊

て
い
る
。
そ
の
た
め
何
ら
か
の
文
書
を
引
き
写
し
た
も
の
（
案
文
や
写
）

と
考
え
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
史
料
1
は
、
や
は
り
土
代
（
下
書
き
・

草
案
）
と
み
る
ほ
か
な
い
。

　
史
料
1
が
土
代
で
あ
る
こ
と
は
、
端
裏
銘
に
「
案
文
」
と
あ
る
こ
と
と

は
矛
盾
し
な
い
。
古
文
書
学
上
の
案
文
は
効
力
を
有
す
る
写
や
控
え
と
定

義
さ
れ
る）
14
（

も
の
の
、
国
語
辞
典
の
類
も
釈
す
る
よ
う
に）
15
（

、
史
料
上
の
用
例

に
徴
す
れ
ば
、「
案
文
」
と
は
土
代
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た）
16
（

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
端
裏
銘
の
「
案
文
」
は
、
本
文
書
が
土
代
で
あ

る
こ
と
を
直
截
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
同
じ
「
案
文
」
の
端
裏
書
を
も

ち
、
古
文
書
学
上
の
案
文
で
も
あ
る
永
和
の
一
揆
契
状
（
参
考
史
料
）
と

は
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑶
　
小
括

　
本
章
で
は
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
南
九
州
国
人
一
揆
契
状
（
史
料

1
）
が
今
川
了
俊
の
作
成
し
た
土
代
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
章
で

は
、
こ
れ
が
な
ぜ
了
俊
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
ま

た
な
ぜ
渋
谷
氏
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
が
、
そ
れ
に
関
連

し
て
、
最
後
に
史
料
1
の
備
え
る
最
も
顕
著
な
特
徴
に
触
れ
て
お
き
た

い
。
そ
れ
は
、
傍
線
部
①
「
一
味
せ
ら
る
べ
き
や
」
お
よ
び
②
「
同
心
あ

る
べ
き
か（
や
）
17
（

）」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
原
則
的
に
一
揆
契
状
は
、「
こ

う
い
う
場
合
に
は
こ
う
す
る
（
し
な
い
）
こ
と
と
す
る
」
と
い
う
契
約
を

行
う
文
書
で
あ
る
。
ゆ
え
に
各
条
の
文
末
は
、
参
考
史
料
も
そ
う
で
あ
る

が
、「（
不
）
可
…
…
（
候
・
事
）」
で
止
め
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
史
料
1
の
各
条
末
は
、
①
は
「
一
味
な
さ
ろ
う
で
は
な
い

か
」、
②
は
「
同
心
し
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
訳
せ
よ
う
が
、
す
こ
ぶ
る

異
質
と
い
え
よ
う
。
文
中
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
「
一
揆
を
結
ぶ
と
こ
ろ
な

り
（
一
揆
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
）」
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
、
一
揆
を
結
ぶ

の
を
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
に
し
か
み
え
ぬ
表
現
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
奇
妙
な
表
現
を
了
俊
が
用
い
て
い
る
の
に
は

そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
意
識
し
つ
つ
、
章
を
移
そ
う
。

第
二
章　

関
連
史
料
の
検
討

⑴
　
史
料
2
の
検
討

　
堀
川
康
史
氏
は
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
一
揆
契
状
土
代
（
史
料
1
）

の
関
連
史
料
と
し
て
、
次
の
今
川
了
俊
書
状
の
存
在
を
指
摘
し
た）
18
（

。

【
史
料
2
】
六
月
五
日　
今
川
了
俊
自
筆
書
状）
19
（

　
　
　
「（
端
裏
切
封
墨
引
）」

　
　

 

牛
屎
禅（
元
息
）門

御
参
事
、
目
出
候
〳
〵
、
設
楽
注
進
時
可
㆑
遣
㆑
状
候
、

目
出
候
、

　

 

此
御
一
揆
事
ハ
、
中
々
両①

島
（
伊
久・元
久
）
津
等
ふ（

振

舞

）

る
ま
ひ
も
よ（
良
）く

成
候
ぬ
と
存

候
間
、
か
た
〳
ニ〵
付
て
可
㆑

然
候
、
此
事
ハ
京
都
ニ
も
申
入
へ
く

候
間
、
ハ（

憚

）

ヽ
か
り
存
ま
し
く
候
、
仍
大
隅
・
薩
摩
人
々
の
中
ニ
も

此
よ（
由
）しを

状
を
一
通
つ（
遣
）かハ

し
候
、
面
ニ々
御
ち（

近

付

）

か
つ
き
の
方
々

ニ
仰
候
て
し（
然
）かる

へ
く
候
、
両②

国
の
人
々
の
力
を
か（
借
）り

候
て
、
今

ま
て
も
守
護
人
不
儀
候
つ
る
間
、
無
㆓
勿
体
㆒
候
、
守③

護
人
不
儀
候
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明徳三年南九州国人一揆契状と今川了俊

ハ
す
ハ
、
又
お（

自

）

の
つ
か
ら
め（

面

々

）

ん
〳
〵
の
御
事
も
可
㆑

為
㆓

御
本
望
㆒

候
歟
間
、
如
㆑
此
申
に
て
候
、
御
心
え（
得
）候
へ
く
候
、

一、 天（
肥
後
国
）

草
郡
人
々
一
揆
事
ハ
、
今
ハ
無
益
存
候
、
と
て
も（

今
川
貞
継
）

伊④

与〔
予
〕守

同
道

ニ
て
候
間
、
中
ニ々
他
国
の
人
ニ々
仰
候
ハ
ん
事
無
益
候
、
こ
れ

ハ
可
㆓
御
心
安
㆒
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
六
月
五
日　
　
　
　
了（
今
川
）俊

（
花
押
）

　
　
　
渋
谷
人
々
御
中

　
　
　
和
泉
人
々
御
中

「（
懸
紙
ウ
ハ
書
）

し（渋
谷
）

ふ
や
御
か
た
〳
〵
御
中

い（和
泉
）

つ
み
の
人
々
御
中

面
々
御
中　
　
　
　
　
　
了
俊
」

　
堀
川
氏
は
ま
ず
、
伊
予
守
今
川
貞
継
（
傍
線
部
④
）
の
他
史
料
に
お
け

る
活
動
時
期
が
一
三
九
〇
年
代
前
半
に
絞
ら
れ
る
こ
と
、
書
状
中
に
述
べ

ら
れ
る
動
向
が
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
の
和
平
後
の
状
況
に
符
合
す
る

こ
と
、
明
徳
の
和
平
は
明
徳
五
年
（
一
三
九
四
）
二
月
の
段
階
で
破
綻
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
月
五
日
付
で
あ
る
史
料
2
の
発
給
年
を
、
明
徳
三

年
（
一
三
九
二
）
も
し
く
は
翌
四
年
と
比
定
す
る
。

　
つ
い
で
内
容
に
つ
い
て
は
、
了
俊
が
「
両
島
津
氏
の
振
る
舞
い
に
改
善

が
見
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
」（
傍
線
部
①
）、「
両
島
津
氏
の
敵
対
行
為

が
な
け
れ
ば
、
一
揆
の
面
々
の
所
領
問
題
も
望
み
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
と

記
し
、
軽
率
な
軍
事
行
動
は
控
え
る
よ
う
、
暗
に
一
揆
に
自
制
を
求
め

て
い
る
」（
傍
線
部
③
）
と
解
釈
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
明
徳
三
年
国
人

「
一
揆
が
両
島
津
氏
と
の
間
に
抱
え
る
所
領
問
題
に
つ
い
て
強
硬
な
態
度

を
見
せ
て
お
り
、
了
俊
と
し
て
も
一
揆
を
制
止
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い

た
様
子
が
う
か
が
え
る
」
と
し
て
、
第
一
章
で
も
紹
介
し
た
通
り
、
明
徳

三
年
の
反
島
津
氏
国
人
一
揆
が
た
し
か
に
結
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張

す
る
。

　
さ
て
、
筆
者
は
年
次
比
定
に
は
ま
っ
た
く
異
論
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、

文
書
内
容
の
解
釈
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
一
揆
の
評
価
に
は
や
や
疑
問
を

感
ず
る
。

　
ま
ず
、
傍
線
部
①
。
堀
川
氏
の
解
釈
で
は
、
こ
こ
は
「
両
島
津
の
振
る

舞
い
も
良
く
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
か
ら
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
訳
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
「
候
ぬ0

と
存

候
」
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
理
解
に
あ
る
。
他
の
了
俊
書
状
に
い
く
つ
か
用

例
を
求
め
て
み
よ
う
。

山
田
事
御
と
り
か
ゝ
り
候
は
ゝ
、
一
定
又
な
に
か
と
申
候
事
候
ぬ0

と

存
候
（
山
田
に
取
り
掛
か
り
な
さ
っ
た
ら
、
き
っ
と
ま
た
何
か
と
申
す
こ

と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
―
―
九
州
五
一
二
九
）。

御
現
形
遅
々
候
て
ハ
、
京
都
御
う
た
か
い
弥
候
ぬ0

と
存
候
（
ご
参
陣

が
遅
く
な
っ
て
は
、
幕
府
は
ま
す
ま
す
〔
あ
な
た
を
〕
お
疑
い
に
な
る
と

思
い
ま
す
―
―
九
州
五
二
八
六
）。

そ
れ
の
御
事
を
さ
け
申
候
ハ
ん
人
ハ
、
ま
し
て
身
か
事
ハ
犬
か
ら

す
と
存
候
ぬ0

と
な
け
き
入
て
候
（
あ
な
た
の
事
を
避
け
る
よ
う
な
人
は
、

ま
し
て
私
の
こ
と
は
き
っ
と
犬
や
烏
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
思
い
嘆
い

て
い
ま
す
―
―
九
州
五
四
五
六
）。

九
州
の
御
方
深
重
の
御
か
た
〳
〵
の
御
代
官
を
申
へ
く
候
間
、
定
御
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悦
喜
候
ぬ0

と
存
候
。
了
俊
九
州
ニ
在
国
候
よ
り
も
、
中
々
京
都
ニ

参
候
ハ
ヽ
、
鎮
西
や
か
て
退
治
の
も
と
い
ニ
成
候
ぬ0

と
お
ほ
え
候

（〔
私
が
上
洛
し
た
ら
〕
九
州
の
武
家
方
の
方
々
の
代
官
を
い
た
し
ま
す
か

ら
、〔
あ
な
た
も
〕
き
っ
と
お
喜
び
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
私
が
九
州
に

い
る
よ
り
も
、
い
っ
そ
京
都
に
参
っ
た
方
が
、
鎮
西
が
す
ぐ
平
定
さ
れ
る

き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
―
―
九
州
五
九
五
〇
）。

　
こ
れ
ら
の
助
動
詞
「
ぬ
」
は
、
訳
に
示
し
た
通
り
、
完
了
用
法
（
…
…

し
た
）
で
は
な
く
強
意
・
確
述
用
法
（
き
っ
と
…
…
す
る
）
と
理
解
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
了
俊
に
限
ら
ず
、
中
世
に
お
い
て
「
…
…
（
活
用
語

連
用
形
）
ぬ
と
存
候
」
は
「
き
っ
と
…
…
す
る
と
思
い
ま
す
」
の
意
で
使

わ
れ
て
い
た）
20
（

。
史
料
2
傍
線
部
①
の
み
が
こ
う
し
た
用
例
に
漏
れ
る
こ
と

は
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
は
、
前
後
を
含
め
れ
ば
、「
こ
の
御
一
揆
に
つ
い

て
は
、
か
え
っ
て
両
島
津
の
振
る
舞
い
も
き
っ
と
良
く
な
る
と
思
い
ま
す

か
ら
、
何
に
つ
け
て
も
良
い
で
し
ょ
う
」
と
訳
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
一
節

で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
両
島
津
氏
の
振
る
舞
い
が
良
く
な
っ
た
と
認
識
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
だ
に
良
く
な
ら
な
い
彼
ら
の
振
る
舞
い

を
改
善
・
牽
制
す
る
た
め
に
は
一
揆
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
、
と
了
俊
は
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
な
る
と
史
料
2
の
背
景
に
想
定
さ
れ
る
状
況
も
一
変
す
る
で
あ
ろ

う
。
堀
川
氏
は
本
書
状
の
発
給
を
明
徳
三
年
一
揆
が
結
成
さ
れ
た
後
の
こ

と
と
み
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
揆
が
結
ば
れ
よ
う
と
し
て
い

る
段
階
に
お
け
る
書
状
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
て
続
き
を
読
ん
で
い
く
と
、
①
の
後
に
は
、
一
揆
を
結

ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と
（「
此
事
」）
は
京
都
の
幕
府
に
も
申
し
入
れ
る
か

ら
遠
慮
は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
大
隅
・
薩
摩
の

国
人
た
ち
に
も
一
揆
を
結
成
す
る
話
（「
此
よ
し
」）
を
「
状
」
と
し
て
送

る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
近
く
の
人
々
に
話
を
広
め
て
（「
仰
候
て
」）
ほ
し
い

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
渋
谷
・
和
泉
両
氏
に
く
わ
え
「
面
々
御
中
」

に
も
充
て
ら
れ
て
い
る
史
料
2
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
「
状
」
そ
の
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
。

　
傍
線
部
③
で
は
、
た
し
か
に
堀
川
氏
の
い
う
通
り
、
両
島
津
氏
の
敵
対

行
為
（「
不
儀
」）
が
な
け
れ
ば
国
人
た
ち
（「
め
ん
〳
〵
」）
の
望
み
も
叶
う

で
あ
ろ
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
論
証
か
ら
、
③

に
了
俊
が
一
揆
を
牽
制
す
る
意
図
は
見
出
だ
し
が
た
い
。
直
前
の
傍
線
部

②
を
み
る
と
、
島
津
氏
の
そ
う
し
た
「
不
儀
」
は
、「
両
国
の
人
々
の
力

を
か（
借
）り
候
て
」、
す
な
わ
ち
大
隅
・
薩
摩
の
国
人
た
ち
の
助
力
を
得
て
引

き
起
こ
さ
れ
て
き
た
も
の
と
了
俊
は
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
21
（

。
な
ら

ば
了
俊
が
こ
こ
で
牽
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
国
人
た
ち
の
軽
率
な

軍
事
行
動
と
い
う
よ
り
は
、
国
人
た
ち
が
両
島
津
氏
に
与
同
す
る
こ
と
と

捉
え
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
二
条
目
に
は
、
大
隅
・
薩
摩
以
外
の
国
人
に
一
揆
参
加
を
呼
び
か
け
る

の
は
無
意
味
で
あ
る
と
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
川
貞
継
は
了
俊

の
子
息
で
、
こ
の
こ
ろ
薩
摩
国
に
お
け
る
了
俊
の
代
官
と
し
て
活
動
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る）
22
（

。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
④
は
、「
あ
な
た
が
た
に
は
貞

継
が
つ
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
他
国
に
ま
で
こ
の
一
揆
の
こ
と
を
知
ら

せ
る
の
は
無
意
味
で
す
」
と
、
ひ
と
ま
ず
は
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
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お
釈
然
と
し
な
い
感
も
あ
る
が
、
後
考
を
俟
ち
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

一
揆
勧
誘
の
話
題
が
こ
こ
に
も
出
て
き
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
史
料
2
が

一
揆
結
成
以
前
の
発
給
で
あ
る
と
い
う
想
定
を
補
強
し
て
く
れ
る
。

　
以
上
、
史
料
2
を
再
検
討
し
、
こ
れ
が
一
揆
が
結
ば
れ
よ
う
と
し
て
い

る
段
階
に
お
け
る
発
給
文
書
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
史
料
1
が
明
徳

三
年
付
で
あ
る
こ
と
を
加
味
す
れ
ば
、
史
料
2
が
明
徳
四
年
の
発
給
で
あ

る
可
能
性
は
薄
く
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
明
徳
三
年
国
人
一
揆
が

実
際
に
結
成
さ
れ
た
こ
と
を
、
史
料
2
か
ら
は
主
張
し
得
な
い
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。

⑵
　
史
料
1
〜
3
の
検
討

　
さ
て
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
一
揆
契
状
（
史
料
1
）
の
関
連
史
料

に
は
、
同
じ
く
入
来
院
家
文
書
か
ら
、
実
は
も
う
一
通
の
了
俊
書
状
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
3
】
六
月
五
日　
今
川
了
俊
自
筆
書
状）
23
（

　
　
　
「（
端
裏
切
封
墨
引
）」

御
音
信
殊
為
悦
候
、
抑
一①

揆
事
、
去
年
其
子
細
申
候
き
、
今②

又
如

㆑

此
承
候
間
、
案
文
一
通
進
㆑

之
候
、
此
事
、
如
何
様
後
日
ニ
相
替
事

候
者
、
為
㆓

自
他
㆒

不
㆑

可
㆑

然
候
間
、
得
㆓

其
意
㆒、
以③
㆓

此
文
章
㆒

計
申

候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
六
月
五
日　
　
了（
今
川
）俊

（
花
押
）

　
　
　
渋
谷
美（
重
頼
）濃

守
殿
御
返
事

「（
懸
紙
ウ
ハ
書
）

渋
谷
美
濃
守
殿　
　
　
了
俊
」

　
充
所
の
「
渋
谷
美
濃
守
」
は
、
当
時
の
渋
谷
氏
惣
領
、
重
頼
と
考
え
ら

れ
る）
24
（

。
注
目
す
べ
き
は
、
本
書
状
で
了
俊
が
史
料
2
と
同
じ
く
「
一
揆
」

に
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
日
付
が
史
料
2
と
同
じ
六
月
五
日
付
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
史
料
2
・
3
は
ま
ず
間
違
い
な
く
、
了

俊
か
ら
同
時
に
発
給
さ
れ
た
書
状
の
一
具
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
惣

領
制
的
一
族
結
合
を
前
提
に
し
た
書
状
発
給
の
し
か
た
で
、
惣
領
重
頼

に
充
て
ら
れ
た
史
料
3
は
惣
領
の
も
と
に
留
め
ら
れ
、
一
族
充
て
（
こ
こ

で
は
和
泉
氏
ら
も
入
っ
て
は
い
る
が
）
で
あ
る
史
料
2
は
、
惣
領
か
ら
庶
子

ら
に
対
し
回
覧
さ
れ
た
か
、
写
さ
れ
て
配
ら
れ
た
か
し
た
も
の
（
あ
る
い

は
、
少
な
く
と
も
そ
う
さ
れ
る
の
を
了
俊
が
期
待
し
た
も
の
）
と
推
測
さ
れ
る）
25
（

。

そ
の
た
め
史
料
2
・
3
は
、
相
互
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
解
釈
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

　
史
料
3
を
読
ん
で
み
よ
う
。
充
所
に
は
「
御
返
事
」
と
あ
る
か
ら
、
本

書
状
は
渋
谷
重
頼
か
ら
の
書
状
に
対
す
る
返
信
で
あ
る
。
傍
線
部
①
か
ら

は
、
本
書
状
に
お
け
る
や
り
と
り
の
前
年
（
史
料
2
・
3
が
明
徳
三
年
発
給

な
ら
ば
明
徳
二
年
、
同
四
年
発
給
な
ら
ば
同
三
年
）
に
も
、
国
人
一
揆
に
つ

い
て
了
俊
・
重
頼
の
間
に
何
ら
か
の
話
が
も
た
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
さ
ら
に
続
く
傍
線
部
②
は
、「
今
ま
た
こ
の
よ
う
に
承
り
ま
し
た
の

で
、
案
文
を
一
通
送
り
ま
す
」
と
、
一
揆
に
つ
い
て
重
頼
か
ら
ふ
た
た
び

何
ら
か
の
話
を
受
け
た
了
俊
が
、「
案
文
一
通
」
を
添
付
し
て
送
っ
た
こ

と
を
記
す
。
傍
線
部
③
は
、
そ
の
「
案
文
」
の
「
文
章
」
を
こ
の
よ
う
に

「
計
ら
ひ
申
し
」
た
＝
考
案
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
了
俊
が
史
料
3
に
添
付
し
た
「
案
文
一
通
」
と
は
、
い
っ
た
い
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何
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
に
出
さ
れ
た
の
が
明
ら
か
な
史
料
2
の
こ
と
が
ま

ず
は
頭
に
浮
か
ぶ
け
れ
ど
も
、
史
料
2
書
状
は
花
押
の
据
わ
っ
た
正
文
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
案
文
」
と
呼
ぶ
と
は
い
か
に
も
考
え
が
た
い
。
し

た
が
っ
て
、
史
料
2
・
3
と
は
別
に
さ
ら
に
も
う
一
通
の
文
書
が
、
こ
の

と
き
了
俊
か
ら
渋
谷
氏
に
対
し
て
発
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
に
思
い
出
さ
れ
て
く
る
の
が
、
前
章
で
検
討
し
た
史
料
1
の
存
在

で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
案
文
」
の
端
裏
銘
を
も
ち
、
使
用
さ
れ
る
文
言
に

史
料
2
と
の
共
通
性
も
認
め
ら
れ）
26
（

、
な
お
か
つ
了
俊
の
作
成
で
あ
る
と
判

明
し
た
史
料
1
の
一
揆
契
状
土
代
こ
そ
、
こ
の
「
案
文
一
通
」
に
該
当
す

る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
史
料
1
〜
3
は
、
実
は
す
べ
て
同
時
に
発
給
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
要
点
を
い
っ
た
ん
整
理
す
る
。

① 

明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
付
の
南
九
州
国
人
一
揆
契
状
（
史
料
1
）

は
土
代
で
あ
り
、
こ
れ
を
作
成
し
た
の
は
了
俊
で
あ
る
（
第
一
章
）。

② 

史
料
2
了
俊
書
状
は
、
明
徳
三
年
か
翌
四
年
、
か
つ
一
揆
結
成
以
前

の
発
給
で
あ
る
（
本
章
⑴
）。

③ 

史
料
2
書
状
と
同
時
に
発
給
さ
れ
た
史
料
3
了
俊
書
状
か
ら
は
、

「
去
年
」
に
も
国
人
一
揆
に
つ
い
て
の
話
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る

（
本
章
⑵
）。

④ 

史
料
2
・
3
と
同
時
に
出
さ
れ
た
「
案
文
一
通
」
と
は
、
史
料
1
の

こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
本
章
⑵
）。

　
こ
れ
ら
①
〜
④
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
し
つ
つ
成
立
す
る
の
は
、
次

の
よ
う
な
流
れ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
の
段

階
で
国
人
一
揆
を
結
ぼ
う
と
い
う
話
が
渋
谷
重
頼
・
了
俊
の
間
に
出
て
い

た
が
、
そ
の
と
き
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。
翌
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）、

ふ
た
た
び
こ
れ
を
思
い
立
っ
て
連
絡
を
と
っ
て
き
た
重
頼
に
対
し
、
了

俊
は
賛
意
を
示
す
返
信
（
史
料
3
）、
一
揆
を
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
喧
伝
す
る
よ
う
一
族
や
他
の
国
人
た
ち
に
充
て
て
勧
め
る
書
状
（
史
料

2
）、
さ
ら
に
自
身
で
起
草
し
た
一
揆
契
状
の
土
代
（
史
料
1
）
を
、
六
月

五
日
、
一
括
し
て
送
付
し
た
。
ゆ
え
に
史
料
1
は
明
徳
三
年
付
と
な
っ
て

い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
理
解
に
立
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
内
容
や
相
互
の
関
係
を
解
釈

し
な
お
し
て
み
よ
う
。

　
史
料
3
傍
線
部
①
。「
去
年
」、
つ
ま
り
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
に
も

渋
谷
重
頼
と
了
俊
と
の
間
で
国
人
一
揆
の
話
が
出
た
と
い
う
の
は
、
そ
の

年
の
両
島
津
氏
と
了
俊
と
の
和
平
を
う
け
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推

測
で
き
る
。
そ
の
と
き
こ
の
話
が
解
消
し
た
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
翌

明
徳
三
年
に
重
頼
が
あ
ら
た
め
て
一
揆
結
成
の
話
を
了
俊
に
持
ち
か
け
て

き
た
の
に
は
、
両
島
津
氏
の
動
向
へ
の
警
戒
と
と
も
に
、
史
料
2
袖
書
に

記
さ
れ
た
牛
屎
元
息
の
参
降
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
渋
谷
・
和
泉
・
牛
屎
の
三
氏
に
は
、
南
北
朝
・
室
町
期
を

通
じ
て
連
携
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
て
い
る）
27
（

。
史
料
2
の
充
所
に
渋
谷
一

族
と
並
ん
で
和
泉
一
族
が
記
さ
れ
て
い
る
の
も
か
か
る
傾
向
か
ら
説
明
で

き
、
元
息
は
こ
れ
ま
で
一
時
的
に
征
西
府
方
に
付
い
て
い
た）
28
（

も
の
の
、
帰

参
し
て
ふ
た
た
び
渋
谷
氏
ら
と
連
帯
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

肥
後
国
天
草
郡
の
国
人
ら
を
も
一
揆
に
引
き
込
む
こ
と
を
重
頼
は
了
俊
に
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提
案
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
（
史
料
2
二
条
目
）、
渋
谷
氏
・
和
泉
氏

を
中
心
に
一
揆
組
織
に
向
け
た
あ
る
程
度
の
根
回
し
が
な
さ
れ
て
い
た
と

み
て
も
よ
か
ろ
う
。
元
息
の
帰
参
は
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
史
料
3
で
「
こ
の
事
、
い
か
様
後
日
に
相
替
は
る
事
候
は
ば
、
自
他
の

た
め
然
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
」
と
了
俊
が
述
べ
て
い
る
の
は
難
解
で
あ
る
が
、

上
記
の
よ
う
な
動
向
や
重
頼
の
気
が
変
わ
っ
て
ま
た
話
が
立
ち
消
え
に

な
っ
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
に
一
揆
を
結
ん
だ
方
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
を

含
意
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
史
料
2
傍
線
部
②
③
。
本
章
⑴
で
、
両
島
津
氏
の
敵
対
行
為
は
大
隅
・

薩
摩
の
国
人
た
ち
の
助
力
を
得
て
な
さ
れ
て
き
た
と
了
俊
が
認
識
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
史
料
1
二
条
目
冒
頭
は
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。「
こ
の
あ
ひ
だ
島
津
方
に
同
道
の
人
々
」
も
、
島
津
が

今
後
「
不
儀
」
を
働
い
た
と
き
に
は
探
題
方
と
し
て
こ
れ
に
対
峙
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
国
人
勢
力
が
島
津
氏
に
接
近
す
る
の
を
了
俊
は

警
戒
し
防
ご
う
と
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
了
俊
は
こ
の
一
揆

を
、
島
津
氏
を
包
囲
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
加
わ
っ
た
国
人
ら
を
島
津
氏

に
与
同
さ
せ
な
い
よ
う
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
も
機
能
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
史
料
1
が
「
明
徳
三
年
丶
丶
丶
丶
丶
」
と
月
日
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の

も
、
一
揆
結
成
の
具
体
的
日
程
が
ま
っ
た
く
未
定
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
し
、
第
一
章
に
指
摘
し
た
史
料
1
の
有
す
る
書
状
風
の
様
式
も
、
史
料

2
・
3
の
二
書
状
と
同
時
に
記
さ
れ
た
土
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
も
の
と
理

解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
史
料
1
〜
3
発
給
時
点
で
一
揆
が
ま
だ
結
ば
れ
て
い
な
い
と

理
解
し
た
と
き
に
合
点
の
い
く
の
が
、
第
一
章
の
最
後
に
触
れ
た
、
史
料

1
傍
線
部
①
「
一
味
せ
ら
る
べ
き
や
（
一
味
な
さ
ろ
う
で
は
な
い
か
）」
お

よ
び
②
「
同
心
あ
る
べ
き
か
（
同
心
し
よ
う
で
は
な
い
か
）」
と
い
う
表
現

で
あ
る
。
要
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
一
揆
参
加
を
呼
び
か
け
る
煽
動
文
な
の

で
あ
る
。
未
発
の
一
揆
の
契
状
で
あ
る
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
な
文
言
が

表
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
大
隅
・
薩
摩
の
人
々
」
が
一
揆
を
結
ぼ
う
と

し
て
い
る
こ
と
を
「
御
近
付
き
の
方
々
に
仰
せ
候
ふ
」（
史
料
2
）
際
に
、

史
料
1
が
あ
た
か
も
ア
ジ
ビ
ラ
の
よ
う
に
写
さ
れ
て
配
ら
れ
る
こ
と
を
了

俊
は
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
史
料
1
は
単

に
一
揆
結
成
を
表
明
し
た
契
状
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
揆
を
結
ぶ
た

め
の
勧
誘
に
使
用
さ
れ
た
特
殊
な
契
状
で
あ
る
と
評
価
し
得
る
。

　
以
上
、
史
料
1
〜
3
を
す
べ
て
明
徳
三
年
六
月
五
日
に
了
俊
の
出
し
た

文
書
と
し
て
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
得
た
。

⑶
　
小
括

　
史
料
2
・
3
の
今
川
了
俊
書
状
は
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
六
月
五
日

の
発
給
で
あ
り
、
史
料
1
は
そ
れ
ら
に
添
え
ら
れ
た
、
了
俊
自
筆
の
一
揆

契
状
の
土
代
（
草
案
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
、
渋
谷
重
頼
か
ら
持

ち
か
け
ら
れ
た
話
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
国
人
一
揆
の
結
成
に
了
俊
が
か

な
り
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
以
上
が
第
一
章
・
第
二
章
を
通
じ
て
論
じ
て
き
た
こ
と
の
ま
と
め
で
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あ
る
。

　
さ
て
、
本
論
の
最
後
に
、
第
一
章
で
触
れ
て
い
た
服
部
氏
・
堀
川
氏
に

よ
る
明
徳
一
揆
へ
の
評
価
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。

　
服
部
氏
は
、
永
和
の
一
揆
契
状
（
参
考
史
料
）
の
備
え
て
い
た
国
人
た

ち
の
「
力
強
さ
」
が
、
明
徳
の
一
揆
契
状
（
史
料
1
）
か
ら
は
失
わ
れ
て

い
る
と
説
い
て
い
た
。
こ
の
評
価
は
、
島
津
氏
と
の
合
戦
の
際
に
は
国
人

ら
が
上
位
権
力
の
了
解
も
抜
き
に
実
力
行
使
を
行
う
こ
と
を
規
定
し
て
い

た
永
和
の
一
揆
に
対
し
、
明
徳
の
一
揆
が
「
も
し
島
津
方
私
の
儀
を
以
て

乱
り
の
儀
に
及
ぶ
べ
く
ば
、
一
同
に
公
方
に
歎
き
申
」
し
、「
そ
の
理
非

を
公
方
に
任
せ
奉
る
べ
き
ほ
ど
身
を
全
く
せ
ん
が
た
め
」
の
も
の
と
さ
れ
、

実
力
行
使
規
定
が
消
え
て
い
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ

の
通
り
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
史
料
1
が
了
俊
の
作
成
し
た

草
案
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
人
た
ち
の
繰
り
返
す
私
戦
に
よ
っ
て
征

西
府
攻
略
が
滞
る
こ
と
に
辟
易
し
て
い
た
了
俊）
29
（

に
と
っ
て
、
島
津
氏
と
の

私
合
戦
を
彼
ら
に
今
さ
ら
あ
ら
た
め
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
結
局
、
明
徳
の
国
人
一
揆
は
実
際
に
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
後
の
動
向
を
追
っ
て
み
て
も
、
明
徳
一
揆
に
関
す
る
や
り
と

り
は
史
料
上
に
途
絶
え
て
お
り
、
一
揆
の
結
成
さ
れ
た
徴
証
も
つ
い
ぞ
見

出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い）
30
（

。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
明
徳
の
一
揆
結
成
へ
の

動
き
は
、
史
料
1
〜
3
を
最
後
に
ふ
た
た
び
立
ち
消
え
に
な
っ
た
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
想
定
さ
れ
よ
う
が
、
一
つ
に
は
、
一
揆
に
呼
応

す
る
国
人
が
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
史
料
1

二
条
目
に
「
こ
の
あ
ひ
だ
島
津
方
に
同
道
の
人
々
」
の
存
在
が
触
れ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
両
島
津
氏
に
与
同
す
る
国
人
が
了
俊
の
無
視
で
き
な
い

ほ
ど
に
は
多
く
存
在
し
て
い
た
事
実
を
示
し
て
お
り
、
軽
視
し
得
な
い
。

永
和
の
一
揆
結
成
後
、
一
三
八
〇
年
代
に
島
津
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

た
探
題
派
国
人
切
り
崩
し
工
作）
31
（

が
そ
れ
な
り
に
実
を
結
ん
で
い
た
と
み
る

べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
島
津
氏
に
つ
く
国
人
や
、
そ
う
で
な
く
と
も
探
題

方
に
帰
順
す
る
意
志
を
明
確
に
し
な
い
国
人
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
は
、

十
分
考
え
ら
れ
る
。
一
揆
を
組
織
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
、
局
所
的

に
連
帯
す
る
こ
と
で
両
島
津
氏
に
対
峙
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、
明
徳
期

の
南
九
州
国
人
の
実
態
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

結

　
本
論
の
ま
と
め
は
第
二
章
⑶
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
最
後
に
、
国

人
一
揆
研
究
の
な
か
に
本
稿
を
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

　
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
南
九
州
国
人
一
揆
（
参
考
史
料
）
は
了
俊
を
牽

制
し
よ
う
と
す
る
国
人
た
ち
を
主
体
と
し
て
結
成
さ
れ
た
と
い
う
、
序
で

紹
介
し
た
服
部
英
雄
氏
の
評
価）
32
（

は
、
実
は
、
こ
の
一
揆
の
結
成
が
了
俊
に

よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
た
と
い
う
川
添
昭
二
氏
の
見
解）
33
（

を
批
判
し
た
う
え

で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
に
限
ら
ず
、
南
北
朝
期
の
国
人

一
揆
に
つ
い
て
は
、
肥
前
松
浦
党
一
揆
を
は
じ
め
、
そ
の
一
揆
の
成
立
契

機
が
上
位
権
力
に
よ
る
上
か
ら
の
編
成
に
あ
っ
た
の
か
、
は
た
ま
た
国
人
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た
ち
の
主
体
性
に
あ
っ
た
の
か
が
、
し
ば
し
ば
議
論
の
焦
点
の
一
つ
と

な
っ
て
き
た）
34
（

。
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
根
拠

は
主
に
一
揆
契
状
の
文
言
と
背
景
事
情
の
解
釈
に
依
存
し
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い）
35
（

。
し
か
し
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
決
め
手
と
な
る
よ
う
な
論
拠

が
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、「
…
…
と
い
う
側
面
も
否
定
し
が

た
い
が
」
と
い
う
よ
う
な
折
衷
的
な
見
解
も
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
り）
36
（

、
議
論
そ
の
も
の
も
低
調
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
永
和
の
南
九

州
国
人
一
揆
に
関
す
る
議
論
と
同
様
、
国
人
ら
の
主
体
性
を
重
視
す
る
理

解
が
お
お
む
ね
主
流
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る）
37
（

。

　
か
か
る
動
向
に
対
し
本
稿
で
は
、
国
人
た
ち
（
本
稿
で
は
渋
谷
氏
ら
）

の
一
揆
結
成
の
意
向
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
上
位
権
力
（
本
稿
で
は
今
川

了
俊
）
が
そ
の
結
成
を
積
極
的
に
働
き
か
け
る
場
合
が
た
し
か
に
存
在
し

た
こ
と
を
、
新
た
な
視
点
か
ら
示
し
た
。
南
九
州
国
人
一
揆
に
限
っ
て
い

え
ば
、
永
和
の
一
揆
で
も
や
は
り
了
俊
に
よ
る
働
き
か
け
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る）
38
（

。
川
添
・
服
部
両
氏
の
評
価
は
、
ど
ち
ら

か
が
捨
て
去
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
重
要
な
の

で
あ
る
。

　
こ
こ
に
注
目
さ
れ
る
の
が
市
沢
哲
氏
の
整
理）
39
（

で
あ
る
。
市
沢
氏
は
国
人

ら
の
主
体
性
・
自
立
性
を
認
め
つ
つ
も
、
彼
ら
の
推
戴
し
た
上
位
権
力
に

と
っ
て
も
、
国
人
が
強
固
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
が
軍
事
動
員
の
観
点
か

ら
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
一
揆
は
上
か
ら
の
規
律
化
に
適
合
的
な
面

を
も
っ
て
い
た
」
と
す
る
。
一
揆
結
成
に
お
け
る
国
人
た
ち
の
主
体
性
と

上
位
権
力
に
よ
る
編
成
主
導
と
を
、
排
反
す
る
も
の
で
は
な
く
両
立
し
得

る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
直
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
賛
同
し

た
い
。

　
こ
れ
に
即
せ
ば
、
国
人
一
揆
と
は
、
国
人
た
ち
と
そ
の
上
位
権
力
と
が

没
交
渉
の
ま
ま
に
結
成
さ
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
多
く
は
両
者
の
間
で

さ
ま
ざ
ま
な
利
害
調
整
を
経
て
結
ば
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
。
本

稿
に
分
析
し
て
き
た
史
料
1
〜
3
は
、（
結
果
と
し
て
は
不
首
尾
に
終
わ
っ

た
で
あ
ろ
う
も
の
の
）
ま
さ
に
そ
う
し
た
利
害
調
整
の
一
事
例
と
い
え
る
。

そ
こ
に
は
了
俊
の
志
向
と
渋
谷
氏
ら
の
志
向
と
が
、
確
執
を
内
に
も
ち
な

が
ら
併
存
し
て
い
た
。
肥
後
国
人
の
一
揆
引
き
入
れ
を
め
ぐ
る
方
針
の
相

違
（
史
料
2
）
や
、
参
考
史
料
と
史
料
1
を
比
べ
た
と
き
に
顕
著
な
国
人

た
ち
の
実
力
行
使
規
定
の
有
無）
40
（

は
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
確
執
の
現
れ

で
あ
る
。
上
位
権
力
・
国
人
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
一
揆
が
成
立
し
た
か
に

議
論
を
収
束
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
が
一
揆
結
成
に
積
極
的
で

あ
り
得
た
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
両
者
の
間
（
あ
る
い
は
さ
ら
に
国

人
相
互
間
）
の
協
調
・
対
立
の
両
側
面
を
よ
り
き
め
細
や
か
に
把
握
し
て

い
く
こ
と
、
こ
れ
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
他
日
の
課
題
と
し
た
い
。

註※ 
論
文
名
の
う
ち
、
副
題
は
「
：
」
以
下
に
示
す
。
瀬
野
精
一
郎
編
『
南

北
朝
遺
文
』
九
州
編
（
東
京
堂
出
版
）
所
収
文
書
は
「
九
州
五
四
二

二
」
の
ご
と
く
表
記
す
る
。

（
1
） 　
堀
川
康
史
「
中
世
後
期
に
お
け
る
出
雲
朝
山
氏
の
動
向
と
そ
の
役

割
：
室
町
幕
府
の
地
域
支
配
と
の
関
連
を
中
心
に
」（『
日
本
歴
史
』
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八
二
三
、
二
〇
一
六
年
）、
同
「
今
川
了
俊
の
探
題
解
任
と
九
州
情

勢
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
五-

一
二
、
二
〇
一
六
年
。
な
お
以
下
、
註
1

堀
川
論
文
と
い
う
と
き
は
本
論
文
を
指
す
）、
同
「
九
州
探
題
今
川
了

俊
と
南
九
州
情
勢
」（
鹿
児
島
県
歴
史
・
美
術
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
編
『
南

北
朝
の
動
乱
と
南
九
州
の
武
士
た
ち
』
令
和
五
年
度
黎
明
館
企
画
特
別
展

実
行
委
員
会
、
二
〇
二
三
年
）。

（
2
） 　
禰
寝
文
書
（
禰
寝
氏
正
統
文
献
外
集
巻
之
三
）、
九
州
五
四
二
二
。

（
3
） 　
服
部
英
雄
「
相
良
氏
と
南
九
州
国
人
一
揆
」（『
歴
史
学
研
究
』
五

一
四
、
一
九
八
三
年
）。

（
4
） 　
新
名
一
仁
「
康
暦
・
永
徳
期
の
南
九
州
情
勢
」（
同
『
室
町
期
島

津
氏
領
国
の
政
治
構
造
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
〇
四

年
）
も
参
照
。

（
5
） 　
入
来
院
家
文
書
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
請
求
記
号S0671-

18-9

）、
九
州
六
二
五
一
。「
将
軍
家
」・「
公
方
」・「
日
本
」
の
前
に

は
闕
字
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
現
在
は
巻
子
に

仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、
図
2
は
そ
の
状
態
で
撮
影
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
が
、
解
体
時
の
写
真
が
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
二
〇
二
五
年

カ
レ
ン
ダ
ー
の
五
・
六
月
の
図
版
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 　
前
掲
註
3
服
部
論
文
。

（
7
） 　
前
掲
註
1
堀
川
論
文
。

（
8
） 　
瀬
野
精
一
郎
「
松
浦
党
の
変
質
：
松
浦
党
の
一
揆
契
諾
に
つ
い

て
」（
同
『
鎮
西
御
家
人
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
、
初
出

一
九
五
八
年
）、
新
名
一
仁
「
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
渋
谷
一

族
と
島
津
氏
」（
小
島
摩
文
編
『
新
薩
摩
学
中
世
薩
摩
の
雄
渋
谷
氏
』

南
方
新
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。
な
お
前
掲
註
1
堀
川
論
文
は
本

文
書
を
単
に
「
一
揆
契
状
土
代
」
と
し
て
お
り
、
本
文
中
に
示
し
た

事
情
に
留
意
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
9
） 　
朝
河
貫
一
著
書
刊
行
委
員
会
編
『
入
来
文
書
』（
日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
五
七
年
）。
な
お
、
朝
河
貫
一
氏
自
身
の
『The Docum

ents 
of Iriki

』（
同
上
、
初
刊
一
九
二
九
年
。
矢
吹
晋
氏
の
邦
訳
版
〔
柏
書
房
、

二
〇
〇
五
年
〕
も
参
照
）
に
は
本
文
書
へ
の
言
及
は
な
い
。

（
10
） 　
『
日
本
思
想
大
系
中
世
政
治
社
会
思
想
』
上
巻
（
岩
波
書
店
、
一

九
七
二
年
）。

（
11
） 　
こ
の
傾
向
は
一
つ
に
は
、
一
揆
契
状
の
源
流
の
一
つ
で
あ
る
起

請
文
が
色
濃
く
有
し
て
い
た
、
掲
示
・
公
示
さ
れ
る
と
い
う
性
格

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
保
立
道
久
「
絵
巻
に
描
か
れ
た
文
書
」（
藤

原
良
章
・
五
味
文
彦
編
『
絵
巻
に
中
世
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

五
年
）、
呉
座
勇
一
「
奉
納
型
一
揆
契
状
と
交
換
型
一
揆
契
状
」（
同

『
日
本
中
世
の
領
主
一
揆
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇

七
年
）
を
参
照
。

（
12
） 　
な
お
、
了
俊
は
自
筆
に
青
墨
を
好
ん
で
用
い
て
い
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
漆
原
徹
「「
相
良
家
文
書
」
の
青
墨
花
押
に
つ
い
て
」

〔『
山
脇
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
三
六
、
一
九
九
八
年
〕、
同
「
今
川
了
俊

書
下
」〔
日
本
古
文
書
学
会
編
『
古
文
書
へ
の
招
待
』
勉
誠
出
版
、
二
〇

二
一
年
、
初
出
二
〇
一
四
年
〕）。
と
す
る
と
史
料
1
も
青
墨
で
記
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
低
く
な
い
が
、
筆
者
に
今
そ
れ
を
正
確
に
判
断
し
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得
る
力
量
は
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
墨
色
が
史
料
2
・
3
と
ま
っ
た

く
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
に
留
め
る
（
こ

の
こ
と
は
第
二
章
の
論
証
の
補
強
材
料
と
も
な
る
）。

（
13
） 　
煩
瑣
な
が
ら
、
こ
の
部
分
の
抹
消
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
。
抹

消
部
を
生
か
し
て
そ
の
ま
ま
「
し
か
し
な
か
ら
以
此
旨
ハ
定
者
也
」

と
読
ん
で
も
、
文
と
し
て
は
不
通
で
あ
る
。
思
う
に
、
了
俊
は
最

初
「
し
か
し
な
か
ら
以
此
旨
定
者
也
（
こ
の
旨
を
以
て
定
む
る
も
の

な
り
）」
と
書
い
て
い
て
、「
定
者
也
」
を
抹
消
し
て
後
の
文
に
続
け

る
と
き
に
な
っ
て
「
ハ
」
を
追
記
し
、「
し
か
し
な
が
ら
以
て
こ
の

旨
は
、
両
島
津
方
…
…
」
と
つ
な
が
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
ハ
」
が
「
旨
」
の
直
下
で
は
な
く
や
や
左
下
に
位
置
し
て
お
り
追

記
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
墨
の
濃
淡
も
「
旨
」
と
は
若
干

だ
が
異
な
っ
て
み
え
る
こ
と
、
こ
の
一
文
に
お
け
る
「
以
」
が
表
現

上
や
や
浮
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
一
応
の
根
拠
で
あ
る
。

（
14
） 　
た
と
え
ば
佐
藤
進
一
『
新
版
古
文
書
学
入
門
』（
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
七
年
、
旧
版
初
出
一
九
七
一
年
）
一
五
〜
二
〇
頁
。

（
15
） 　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
）
の
「
案
文
」
項
に
は

「
⑴
文
書
の
草
案
。
草
稿
。
下
書
。
土
代
」、『
時
代
別
国
語
大
辞

典
』
室
町
時
代
編
（
三
省
堂
）
の
「
案
文
」
項
に
も
「
⑴
書
状
・
文

書
の
草
案
」
と
あ
る
。
む
ろ
ん
い
ず
れ
も
二
つ
目
に
控
え
・
写
と
し

て
の
語
釈
を
載
せ
る
。

（
16
） 　
前
掲
註
15
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
用
例
と
し
て
挙
げ
る
『
沙
汰

未
練
書
』
は
、「
御
下
知
被
㆑

成
事
、
以
㆓

評
定
落
居
事
書
ヲ㆒
、
奉
行

人
書
㆓

御
下
知
案
文
㆒、
引
付
披
露
ス
、是
ヲ
御
下
知

取
捨
ト
云
、

案
文
治
定
之
後
、
或

当
奉
行
、
或
清
書
奉
行
書
上
時
、
探
題
探
題
者
、
関
東
者
両
所
、
京

都
ニ
ハ
六
波
羅
殿
ヲ
云
也
、
両
御
判
ヲ

被
㆑

成
」
と
す
る
。
こ
こ
に
い
う
「
御
下
知
案
文
」
は
鎌
倉
幕
府
裁

許
下
知
状
の
土
代
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
高
橋
一
樹
「
裁
許
下

知
状
の
再
発
給
と
「
原
簿
」」〔
同
『
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
』
塙
書
房
、

二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
六
年
〕）。
ま
た
史
料
1
と
同
時
期
に
も
、

た
と
え
ば
、
受
け
取
っ
た
所
領
売
券
の
「
案
文
」
す
な
わ
ち
土
代
の

文
言
に
文
句
を
つ
け
、
問
題
箇
所
に
点
を
懸
け
て
返
却
す
る
こ
と
が

記
さ
れ
た
（
応
永
四
年
〔
一
三
九
七
〕）
十
二
月
二
日
付
快
潤
書
状

（『
大
日
本
古
文
書
大
徳
寺
文
書
』
二
七
二
六
）
な
ど
を
見
出
だ
せ
る
。

　
も
っ
と
も
、『
入
来
文
書
』
の
文
書
名
の
「
案
」
が
語
義
を
広
く

と
っ
て
い
る
可
能
性
（
控
え
・
草
稿
を
総
じ
て
「
案
」
と
称
し
て
い
る

可
能
性
）
も
多
分
に
存
す
る
。
し
か
し
、
文
書
名
と
し
て
厳
密
を
期

す
る
な
ら
ば
や
は
り
土
代
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
17
） 　
『
類
聚
名
義
抄
』
や
『
色
葉
字
類
抄
』
は
、「
乎
」
を
「
か
」
と
も

「
や
」
と
も
訓
じ
て
い
る
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
の
「
か
」

項
・「
や
」
項
の
表
記
欄
を
参
照
）。
し
た
が
っ
て
こ
こ
の
「
乎
」
を
ど

ち
ら
で
訓
ず
べ
き
か
は
厳
密
に
は
定
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

意
味
す
る
と
こ
ろ
に
大
異
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

（
18
） 　
前
掲
註
1
堀
川
論
文
。

（
19
） 　
入
来
院
家
文
書
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
請
求
記
号S0671-

18-15
）、
九
州
六
四
九
七
。
前
掲
註
1
堀
川
論
文
の
翻
刻
も
参
照
。

（
20
） 　
ほ
か
に
了
俊
書
状
の
な
か
で
管
見
に
入
っ
た
用
例
を
以
下
に
挙
げ
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る
。
一
定
そ
の
身
を
も
う
し
な
ひ
、
御
一
家
を
も
そ
こ
な
ひ
申
さ
れ

候
ぬ0

と
驚
入
候
（
九
州
五
〇
九
二
）。
と
し
あ
け
ニ
立
ハ
、
二
月
中
ハ

必
々
ま
か
り
つ
け
申
候
ぬ0

と
目
出
候
（
九
州
五
二
六
六
）。
馳
懸
て
不

日
ニ
せ
め
落
さ
れ
候
ハ
ん
事
ハ
、
い
か
に
も
日
数
の
ひ
候
ぬ0

と
存
候
。

（
中
略
）
さ
や
う
の
事
も
御
申
さ
た
候
ハ
ヽ
、
菊
池
の
事
も
南
郡
の

事
も
、
早
々
ニ
道
行
候
ぬ0

と
存
候
（
九
州
五
五
五
〇
）。
無
㆓
御
出
陳〔
陣
〕㆒

候
て
只
御
在
国
ハ
無
㆓
勿
体
㆒
候
ぬ0

と
存
候
（
九
州
六
六
二
二
）。
い
ず

れ
も
強
意
・
確
述
用
法
と
み
て
よ
い
。

　
了
俊
以
外
の
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
さ
し
あ
た
り
（
文
明
八
年

六
月
）
二
十
一
日
付
庭
田
雅
行
書
状
（『
実
隆
公
記
』〔
続
群
書
類
従
完

成
会
〕
文
明
八
年
十
月
四
日
・
五
日
条
紙
背
）
に
「
武
衛
明
日
定
下
向

候
ぬ0

と
存
候
」
と
あ
る
の
や
、
西
源
院
本
『
太
平
記
』
巻
十
七
「
義

鑑
房
義
治
を
隠
す
事
」（
兵
藤
裕
己
校
注
『
太
平
記
』
岩
波
文
庫
）
に

「
保
、
事
の
様
を
承
り
、
説
き
候
ふ
程
な
ら
ば
、
つ
ひ
に
御
方
に
参

り
ぬ0

と
存
じ
候
ふ
」
と
あ
る
の
を
挙
げ
て
お
く
。

（
21
） 　
実
際
、
永
和
の
国
人
一
揆
の
結
成
後
に
は
、
一
揆
参
加
国
人
を
切

り
崩
し
て
自
軍
に
引
き
込
も
う
と
す
る
島
津
氏
久
の
動
向
が
み
ら
れ
、

了
俊
も
こ
れ
を
警
戒
し
て
い
た
。
前
掲
註
4
新
名
論
文
を
参
照
。

（
22
） 　
山
口
隼
正
「
薩
摩
国
守
護
」（
同
『
南
北
朝
期
九
州
守
護
の
研
究
』

文
献
出
版
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
六
七
・
八
八
年
）。

（
23
） 　
入
来
院
家
文
書
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
請
求
記
号S0671-
18-15

）、
九
州
六
四
九
八
。
な
お
、
本
文
書
が
史
料
2
と
関
連
す
る

可
能
性
は
、
付
記
（
32
頁
）
の
勉
強
会
で
相
馬
和
将
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
24
） 　
明
徳
五
年
四
月
二
十
五
日
付
今
川
了
俊
感
状
（
入
来
院
家
文
書
、

九
州
六
三
〇
八
）
の
充
所
「
清
色
美
濃
守
」
は
、
史
料
3
の
充
所

「
渋
谷
美
濃
守
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
註
9

朝
河
『The Docum

ents of Iriki

』
は
、
九
州
六
三
〇
八
の
充
所

「
清
色
美
濃
守
」
に
つ
い
て
、「
美
濃
守
と
は
お
そ
ら
く
美
濃
五
郎
左

衛
門
丞
（
マ
マ
）と

し
て
知
ら
れ
る
重
継
で
、
入
来
院
重
門
の
弟
で
あ
る
」

と
説
く
（
邦
訳
版
三
四
八
頁
）。『
入
来
文
書
』
も
こ
れ
を
引
き
継
ぎ
、

「
清
色
美
濃
守
」・「
渋
谷
美
濃
守
」
に
「（
重
継
ヵ
）」
と
人
名
註
を

付
し
て
い
る
。『
入
来
文
書
』
所
収
「
入
来
院
氏
系
図
」
に
は
、
た

し
か
に
重
継
に
「
美
濃
五
郎
左
衛
門
尉
」
の
註
記
が
あ
り
、
朝
河
氏

は
こ
れ
を
根
拠
に
し
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
重
継
が
美
濃
五
郎

を
名
乗
っ
た
の
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
父
親
が
美
濃

守
で
あ
る
の
を
受
け
て
称
し
た
も
の
で
あ
り
、
重
継
自
身
が
美
濃
守

で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
は
し
得
な
い
。
そ
し
て
、
重
継
自
身
が
美

濃
守
を
名
乗
っ
て
い
る
史
料
を
見
出
だ
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
再
考
を
要
す
る
。

　
南
北
朝
期
の
渋
谷
氏
は
、「
清
色
（
清
敷
）」
を
「
惣
領
名
字
」
と

し
て
い
た
（
文
和
四
年
〔
一
三
五
五
〕
四
月
八
日
付
渋
谷
重
勝
譲
状
〔
入

来
院
家
文
書
、
九
州
三
七
八
八
〕）。
そ
の
た
め
、
こ
の
名
字
を
以
て
呼

ば
れ
て
い
る
「
美
濃
守
」
は
渋
谷
氏
惣
領
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

当
時
の
惣
領
で
あ
っ
た
重
頼
に
比
定
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
重

頼
が
美
濃
守
の
官
途
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
他
史
料
か
ら
証
す
る
の
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も
困
難
で
あ
る
が
（「
入
来
院
氏
系
図
」
は
重
頼
を
「
弾
正
少
弼
」
と
す

る
が
、
文
書
に
よ
る
裏
付
け
は
得
ら
れ
な
い
。
本
系
図
を
ど
れ
ほ
ど
信
用

で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
）、
重
継
と
す
る
よ
り
は
蓋
然
性
が
高
い
か

と
思
う
。
重
頼
の
動
向
の
詳
細
は
前
掲
註
8
新
名
論
文
を
参
照
。

（
25
） 　
惣
領
充
て
の
書
状
と
一
族
充
て
の
書
状
と
が
同
日
付
で
一
括
発

給
さ
れ
て
い
る
了
俊
書
状
に
は
、
ほ
か
に
（
至
徳
三
年
〔
一
三
八

六
〕
ヵ
）
正
月
六
日
付
の
も
の
（
入
来
院
家
文
書
、
九
州
五
九
五
〇

〔
充
所
「
清
敷
殿
」〕・
九
州
五
九
五
一〔
充
所
「
渋
谷
一
族
御
中
」〕）
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
渋
谷
人
々
御
中
」
を
充
所
と
す
る
了
俊
書

状
（
入
来
院
家
文
書
、
九
州
五
二
九
三
）
は
、
惣
領
充
て
の
書
状
と
一

括
さ
れ
た
の
で
は
な
く
単
独
で
発
給
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
は
「
お
心
え（
得
）の

た
め
に
惣
の
御
中
に
此
状
を
進
候
、

御
所
に
て
御
披
見
あ
る
へ
く
候
、
若
又
御
寄
合
煩
た
る
へ
く
候
ハ
ヽ
、

此
以
㆓
案
文
㆒
め
い
〳
〵
ニ
申
候
へ
と
、
兵（
今
川
満
範
）

部
大
輔
ニ
申
付
て
候
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
書
状
を
一
族
が
「
御
所
」（
惣
領
の
居
所
で
あ

ろ
う
）
に
集
ま
っ
て
見
た
か
、
そ
れ
が
難
し
い
場
合
に
は
写
が
各
々

に
配
ら
れ
た
か
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
26
） 　
前
掲
註
1
堀
川
論
文
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
27
） 　
前
掲
註
8
新
名
論
文
。

（
28
） 　
牛
屎
元
息
は
、
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
国
人
一
揆
契
状
（
参
考

史
料
）
の
署
判
者
中
に
「
牛
屎
河
内
守
元
息
」
と
み
え
て
お
り
、
一

揆
に
参
加
し
て
い
た
が
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
に
は
探
題
方
か

ら
征
西
府
方
に
寝
返
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
弘
和
四
年
（
一

三
八
四
）
正
月
十
六
日
付
征
西
将
軍
宮
令
旨
（『
鹿
児
島
県
史
料
』
旧

記
雑
録
拾
遺
六
所
収
太
秦
文
書
七
号
）
の
充
所
は
「
牛
屎
河
内
入
道

館
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
元
息
が
出
家
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
史
料
2
の
「
牛
屎
禅
門
」
を
元
息
に
比
定
し
て
い

る
の
は
以
上
の
根
拠
に
よ
る
。

（
29
） 　
た
と
え
ば
了
俊
は
、（
永
和
四
年
ヵ
）
三
月
十
日
付
書
状
（
入
来
院

家
文
書
、
九
州
六
三
九
九
）
に
お
い
て
、「
天
下
の
た
め
に
候
間
、
定

め
て
私
の
儀
を
さ
し
お
か
る
べ
く
候
」
と
、
私
戦
を
控
え
る
よ
う
渋

谷
氏
に
頼
ん
で
い
る
。

（
30
） 　
明
徳
五
年
（
一
三
九
四
）
春
、
高
木
氏
の
守
る
日
向
国
梶
山
城
に

今
川
貞
兼
が
出
陣
し
た
ら
し
い
。『
大
日
本
史
料
』
七-

一
（
四
七

四
〜
四
七
九
頁
）
は
、
綱
文
を
「
今
川
貞
兼
、
日
向
、
大
隅
、
薩
摩

三
国
ノ
乱
ニ
乗
ジ
、
一
揆
ヲ
援
ケ
テ
、
日
向
梶
山
城
ヲ
攻
ム
」
と
作

る
。
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
荘
内
平
治
記
』
は
「
応
永
元
年
ノ

春
、
今
川
播
磨
守
貞
兼
、
三（
日
向・大
隅・薩
摩
ヵ
）

州
一
揆
ノ
者
共
ト
一
致
シ
、
和
田
・
高

木
カ
守
ル
処
ノ
梶
山
ノ
城
ニ
襲
来
ル
」
と
記
し
、「
北
郷
系
図
」
や

『
荘
内
地
理
志
』
は
「
国
一
揆
」
が
梶
山
城
を
襲
い
攻
め
た
と
し
て

い
る
。「
一
揆
ヲ
援
ケ
」
と
い
う
綱
文
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
は

こ
れ
ら
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
「
一
揆
」
を
明
徳
国
人
一
揆

が
実
際
に
結
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
余
地
も
、
あ
る
い
は
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
近
世
の
編
纂
史
料
で
あ
り
、
同
時

代
史
料
か
ら
裏
付
け
を
と
れ
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
一
揆
の

結
ば
れ
た
徴
証
に
数
え
る
こ
と
は
、
今
は
で
き
な
い
。
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明徳三年南九州国人一揆契状と今川了俊

（
31
）　
前
掲
註
4
新
名
論
文
。

（
32
） 　
前
掲
註
3
服
部
論
文
。

（
33
） 　
川
添
昭
二
「
今
川
了
俊
の
南
九
州
経
営
と
国
人
層
：
永
和
三
年

十
月
一
揆
神
水
契
状
の
分
析
を
中
心
と
し
て
」（『
九
州
史
学
』
一
〇
、

一
九
五
八
年
）、
同
『
今
川
了
俊
』（
吉
川
弘
文
館
、
新
装
版
一
九
八
八

年
、
初
刊
一
九
六
四
年
）
第
四
の
五
「
南
九
州
経
営
と
了
俊
の
政
治

思
想
」。

（
34
） 　
詳
細
は
久
留
島
典
子
「
領
主
の
一
揆
と
中
世
後
期
社
会
」（
朝

尾
直
弘
ほ
か
編
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
九
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

久
留
島
氏
自
身
は
「
権
力
か
ら
の
編
成
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
に

は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。

（
35
） 　
福
田
豊
彦
「
国
人
一
揆
の
一
側
面
：
そ
の
上
部
権
力
と
の
関
係
を

中
心
と
し
て
」（
同
『
室
町
幕
府
と
国
人
一
揆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

五
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）
な
ど
。

（
36
） 　
瀬
野
精
一
郎
「
九
州
を
知
ら
な
か
っ
た
尊
氏
：
権
力
者
の
認
識
不

足
」（
同
『
歴
史
の
陥
穽
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
六

九
年
）
な
ど
。

（
37
） 　
た
と
え
ば
前
掲
註
11
呉
座
論
文
や
、
同
『
一
揆
の
原
理
』（
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
初
刊
二
〇
一
二
年
）
一
三
九
〜
一
四
五

頁
な
ど
は
、
服
部
氏
の
見
解
に
賛
意
を
示
し
、
国
人
の
主
体
性
を
強

調
す
る
。

（
38
） 　
永
和
三
年
の
両
島
津
氏
降
伏
の
直
後
に
了
俊
が
国
人
た
ち
に
出
し

た
書
状
に
、「
向
後
ハ
一
味
同
心
申
へ
く
候
、
所
詮
、
今
度
島
津
を

そ
む
か
れ
候
つ
る
人
々
、
於
㆑

国
ミ
な
〳
〵
御
一
揆
候
へ
く
候
、
そ

の
随
一
に
我
々
も
入
候
て
、
ち
か
ら
を
合
申
へ
く
候
」
と
あ
る

（〔
永
和
三
年
〕
九
月
十
五
日
付
了
俊
書
状
案
〔
禰
寝
文
書
、
九
州
五
四
一

五
〕）。
十
月
の
一
揆
契
状
（
参
考
史
料
）
は
こ
う
し
た
了
俊
の
働
き

か
け
に
よ
っ
て
成
立
し
た
側
面
も
や
は
り
否
定
し
が
た
い
。

（
39
） 　
市
沢
哲
「
一
四
世
紀
政
治
史
の
成
果
と
課
題
：
社
会
構
造
の
転
換

期
と
し
て
の
一
四
世
紀
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」（『
日
本
史
研
究
』
五

四
〇
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
40
） 　
永
和
の
段
階
（
参
考
史
料
）
で
は
了
俊
も
国
人
た
ち
に
譲
歩
す
る

姿
勢
を
み
せ
て
い
た
た
め
に
実
力
行
使
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、

明
徳
の
段
階
で
は
了
俊
は
私
戦
に
嫌
気
が
差
し
て
い
た
た
め
に
自
身

の
作
成
し
た
草
案
（
史
料
1
）
で
は
こ
れ
が
削
ら
れ
て
い
る
、
と
い

う
よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
記

　
本
稿
は
中
世
武
家
文
書
勉
強
会
の
入
来
院
家
文
書
輪
読
に
お
け
る
筆
者

の
報
告
を
基
に
し
て
い
る
。
堀
川
康
史
氏
、
相
馬
和
将
氏
を
は
じ
め
、
同

会
各
位
に
種
々
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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